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令和７度桂川町中学生海外派遣事業業務委託仕様書 

 

１.委託事業名 

令和 7年度桂川町中学生海外派遣事業 

 

２.事業概要・目的 

本町の中学生を海外に派遣し、外国の歴史、文化、生活など直接体験することにより、コミュニケーショ

ン能力、語学力の向上と国際感覚を身につけ、世界で活躍できる豊かな人間性と創造性を持った人材を育成

する。 

本事業の大きなねらいは、子どもたちが興味関心を世界に広げるとともに、海外の文化・芸術・自然に触

れることで多様な感性を育み、未来の選択肢を増やすこと。 

本業務は、グローバル人材育成に精通し、海外派遣研修に豊富な経験を有する事業者に、令和 7 年度桂川

町中学生海外派遣事業におけるプログラムの実施を委託するものである。 

 

３.契約期間 

契約締結日から令和７年１１月２８日(金)まで 

 

４.予算上限額 

４，７９０，０００円(消費税を含む) 

 

５.委託料の支払い 

支払いは、業務履行確認後、全額支払うことを原則とする。ただし、前払金が必要な場合は、委託料の３

０％以内の額を支払うものとする。 

 

６.事業内容 

（１）主 催  桂川町 

（２）派 遣 先  フィリピン（マニラ市内)    

（３）派遣人員 参加者 ８人 (桂川町在住若しくは桂川中学校の中学３年生) 

 引率者 ３人 （教員・桂川町教育委員会） 

（４）研修日程 

令和７年６月 事前研修１回目 

令和７年７月 事前研修２回目 

令和７年８月 
出発前オリエンテーション・壮行会 

※ 受託事業者参加不要 

令和７年８月１８日(月)～２３日(土) 予定 本研修(移動・現地研修) 

令和７年９月以降 事後研修、報告会 

 

 

 



2 

 

７.業務内容 

業務内容 詳細 

１.渡航手続き必要書類の準備 
渡航に関する手続きに必要な書類(パスポート発行、海外旅行保

険、外貨両替等)の準備と説明にかかる業務。 

２.航空券発行 

利用航空会社の選定、航空券予約、航空券発券にかかる業務。 

※本研修の初日から移動を開始し、最終日に帰国する日程に合う便

を手配し、利用すること。 

 

３.空港内での各種手続き・対応 
入国・出国審査等に必要な書類の準備、説明、各種手続きに関する

業務。 

４.事前研修(２回) 本事業の目的に合う内容の本研修および事前事後研修を含むプロ 

グラムを提案し、実施すること。プログラムの企画においては、必

ず以下の内容を含むものとすること。 

■歴史・文化に触れる体験学習を取り入れる 

■現地学校訪問および現地の学生との交流 

 本町中学校がオンライン交流を通じての交流に関する基本合意書

を締結しているマニラ市のＭＣＵ（マニラ・セントラル・ユニバ

ーシティ）との交流 

※本プロポーザルにおけるプログラムの提案内容は、参加者を対象

としたものとすること。契約前協議にて詳細を決定することとす

る。 

※事前・事後研修に必要な資料等の作成も含む。 

５.本研修 

６.事後研修(１回) 

７.現地活動の手配 プログラムの内容に合わせた、現地の学校や訪問先との調整業務。 

８.現地交通手段の確保 現地での移動は専用車を確保すること。 

９.現地ガイドの手配 

現地ガイドは、ガイドとして引率同行経験があり、派遣先であるマ

ニラ市を熟知していること。また、日本語・英語による交渉能力を

有すること。 

１０.宿泊・食事の手配 

プログラムに合わせた宿泊・食事の手配。 

※派遣中（集合から解散まで）の食事はすべて自己負担がないよう

手配すること。 

 

１１.安全対策・緊急時の対応 

派遣先での参加者の安全確保、派遣前や派遣中の中止の判断、現地

での緊急時の対応、緊急退避が必要になった際のサポート体制等に

かかる提案と実施。 

※現地での安全対策・有事の際の緊急退避や医療対応においては、

海外での危機管理を専門とする事業者と必ず提携すること。 

現地での病院対応や手続き等、団員の病気やけがにかかる対応。 

 参加者・引率者の海外旅行保険への加入手続きにかかる業務。 

 

１２.ハンドブックの作成 

事前・事後研修の内容・タイムスケジュールを記載したハンドブッ

クの作成。 

 
本研修全体の行程、スケジュール、感想記入欄等を記載した本研修

用ハンドブックの作成。 
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８．委託料に含まれるもの 

(1) 往復航空運賃 

(2) 諸税 

(3) 燃油特別付加運賃 

(4) 手荷物運搬料金 

(5) 渡航手続きにかかる取扱手数料 

(6) 宿泊料及び宿泊における諸税・サービス料金 

(7) 現地活動費（宿泊費・食費を含む） 

(8) 国内及び現地での利用交通機関料金 

(9) 事前・事後研修にかかる費用 

(10) 現地ガイド員経費 

※現地ガイド員は現地での交渉が可能な英語力を有する者 

(11) 現地における安全確認等公的な連絡の費用 

(12) 現地で使用する携帯電話使用料及び通話料（インターネット通信料を含む） 

(13) 参加者・引率者の旅行傷害保険料 

※必ず加入するものとする。 

 

９．事業報告書の提出 

派遣終了後、委託業務完了届とともに事業報告書を提出すること。 

 

10．その他 

(1) 本委託業務の遂行に関して、受託者が本町又は第三者に損害を与えた場合は、受託者がその賠償の責 

を負うものとする。また、受託中に発生した事故、災害等による損害について、受託者およびその従業員は、 

町にその損害の賠償を請求しない。 

(2) 本仕様書に記載のない事項や疑義および変更が生じた場合は、本町と受託者双方にて協議のうえ決定 

するものとする。 

(3) 本仕様書は、本町が想定する最低限の業務の概要を示すもので、事業者の提案の内容を制限するもので 

はない。 

(4) 国際状況の悪化及び当初予測できなかった事象が発生した場合には、桂川町中学生海外派遣事業を中止し、

契約解除を行う取消料や経費等については発注者と受託者で協議し決定する。 

以上 


